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続

サ
ィ
て
整
担
す
る
主
要
が
あ
J

た
た
め
、
取
締
役
会
設
置
の
有
以
に
か
か
わ
ら
ず
、
株
式
会
許
一
の
代
衣
料
作
を
ム
1
Fる
取
締
役
を
す
べ

－
代
表
取
締
役
い
ふ
u

問

げ
よ
れ
取
締
役
は
、

ん
ム
村
の
品
川
、
十
点
z
h
t
あ
り
そ
の
行
為
が
会
什
の
行
い
八
1
1
あ
れ
ふ
よ
け
れ
い
そ
の
致
問
れ
が
帰
属
す
る
重
要
な
被
閉
じ
あ
る
“

年
引
三
白
川
耳
円
守
、
対

会
川
刊
の
法
律
割
以
何
に
お
け
る
重
要
事
項
で
あ
ら
カ
ら
、
セ
の
己
什
を
笠
記

L
4け
九
ば
な
」
ど
な
い

三
訂
社
法
九

登
法
回
一
ハ
条
以
ト
コ
会
社
法
一
川
一
九
条

置
土
、

j

b

 

取
締
没
は
判
明
バ
ム
ロ
引
を
代
表
す
る
と
規
f
Z
L
C
い
る
か
ら
非
取
締
役
会
設
直
会
社

Y
L
、
ふ
よ

山恥也柄引仇伎は

代
去
取
締
役
と
し
て
の
選
任
が
な
く
て
も
会
社
の
代
点
惟
が
あ
る
代
表
取
約
役
と
あ
る
υ

同
条
頃
ん
だ
し
書
き
に

あ
る
よ
、
）
に
、

処
に
代
衣
取
締
役
そ
の
能
株
式
会
社
主
代
表
す
る
告
を
1

疋
め
七
場
ふ
け
ば
宇
一
の
引
出
り
で
な
い

取
締
役
会
設
置
会
社
に
際

し
て
は
、

代
氏
以
締
役
と
し
て
一
件
工
芸
品
れ
て
い
な
け
れ
ば
会
判
事
一
代
表
す
と
権
限
は
な
L

会一
パ、

如、

代
表
取
締
伐

三
一
一
日
引
法
三
ー
ハ

三
五
同
条
一
「

主
務
～
な
と
の
名
作
を
什

L
た
場
合
に
は
、
｝
い
見
代
表
取
締
役
！
円
関
す
る
規
定
内
定
弔
が
あ
る
一
F
R

複
数
の
代
表
取
締
役
が
あ
る
場
ヘ
ー
に
関
し
て
、
欠
社
法
制
定
以
則
的
商
法
は
共
同
代
去
の
制
皮
に
一
J

い
て
規
定
し
ず
し
た

で
な
い
収
締
役
に
京
社
長
、

専
務
、

が
、
会
社
」
い
で
は
こ
れ
を
廃
」

株
式
会
仕
の
代
表
に
開
1

〕
七
は
、
代
表
山
引
い
稲
川
は
が
そ
の
権
限
を
有
寸
る

λι

仕
J

ケ
代
去
す
る
一
以
締
役
が
代
立
収
締
役
一
ゃ
あ
る
か
ち

代
↑
が
取
絞
役
以
外

の
対
外
的
業
必
執
行
を
「
る
長
命
に
は
、

原
則
と
し
て
代
回
一
J
h
H

為
と
い
う
こ
て
に
な
る
で
あ
ろ
う
コ
ま
ご
株

主
総
会
い
か
万
能
の
機
関
て
あ
る
一
会
朴
法

取
締
渋
ム
式
投
世
会
社
内
場
合
に
は

件
吹
い
ー
一
総
会
的
権
限
r
M
J

九
J
バ
ん
宋

ァ
削
」
乃
て
い
汁
し
一
1

法
令
－

T
4仙
の
範
澗
川
い
浪
疋
さ
れ
る

へ
伺
条
二
羽
～
。
ご
の
結
果
、
取
締
役
の
権
以
事
項
ド
ヂ
拡
に
し
俄
到
情
成
に
J

ね
い
て
益
査
机
伎
の
役

epm
が
重
岐
に
な
る
ー

取
的
役
会
設
置
会
社
内
場
合
じ
は
、

庁、
l

衣
取
締
役
の
い
代
表
准

1
便
は
、

株
主
総
会
・
取
消
役
会
内
決
疋
に
い
や
パ
き

こ
れ
を
行
、
）
こ
し
に
に
な
る
。
ま
た
委
員
会
設
出
会
社
内
成
台
じ
は
代
表
取
紛
役
は
規
定
さ
れ
て
い
争
い
川
九
百
社
を
伐
去
J
9
る
心
は
‘
取

締
総
会
に
ト
ト
っ
て
注
定
さ
れ
れ
代
択
執
行
役
し
あ
る

代
［
江
川
制
打
伐
の
会
社
代
去
に
院
し
て
は

会
社
法
山
二
山
、
条
一
項

代
去
取
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に
L
め
れ
ハ
ァ
hw

所

有
a

一
経
世
の
ハ
刀
離

件
、
詣
法
が
制
定
さ
れ
と
当
初
に
お
い
て
、
取
締
役
は
林
、
ょ
の
中
か
ち
底
打
寸
2

べ
き
も
の
で

ふ
め
つ

kn
～
心
J

、
か
な
ら
ず
し
も
株
主
の
ー

Y
ち
恒
一
引

L
な
く
、
も
φ

い
こ
レ
一
に
な
コ

事ミ

if 

専
門
法
A
U

：
仏
ノ
＼
人
材
を
主
的
り
る
こ
と
が
で
き
ゐ
ょ
、
つ
い
商
法
が
改
止
さ
れ
ど
株
弐
ム
コ
村
は
法
人
で
あ
U

カ
ら
、
円
り
の
害
lu
思
表
示
疋

び
そ
の
他
七
リ
一
川
は
沼
人
ま
た
は
会
論
体
が
行
わ
な
け
九
ば
な
り
な
い

こ
れ
が
識
調
で
あ
る
ヲ

h

弘
之
守
ル
j
ん

L
う

lbvh711
・
識
調
で
あ
る
取
締
役
公

の
構
成
員
と
あ
い
j
‘
あ
る
い
は
非
取
桁
役
会
設
出
会
引
の
印
刷
行
は
批
判
刈
そ
の

ιの
C
あ
る
。

平
戎
一
一
川
司
に
旧
商
法
符
例
法
が
改
正
さ
れ
委
員
会
誌
J

設
直
会
社
の
切
皮
が
一
帯
人
さ
れ
た
。
過
半
数
内
村
外
取
締
役
ー
か
ら
構
成
丸
一
九

る
指

i

【
香
員
会
、
世
来
日
委
民
会
、
常
利
委
員
会
を
設
詳

f
る
こ
と
と
し
、
攻
縞
山
村
ム
十
円
が
業
務
執
J

汀
山
町
決
宅
払
限

μ
つ
完
執
ノ
什
山
伐
に
委
任

で
き
る
範
出
L
T
H
仏1
ん
す
ミ
こ
と
に
よ
り
、
成
v
神
仙
日
九
五
の
軟
骨
格
引
似
の
強
化
と
円
法
令
業
務
執
行
決
定
を
住
川
体
し
て
し
る
一

会
社
法
に
も

委
員
会
設
置
会
社
が
規
宗
一
さ
れ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
二
お
い
て
も
代
表
取
締
況
は
必
要
常
設
の
機
関
で
は
な
し
。
委
民
会
丸
山
置
余
計
で

は
代
夫
執
行
没
が
〈
山
朴
を
代

j
j
b

仏
寸
る

山
出
法
特
例
法

条

ー
ド
第
山
、
之
社
法
問
二
〈
条

四
九
条
内
呪
1
u
頃
1

委日戸、

会
設
邑
ム
討
が
の
取
桁
役
は

以
締
役
と
し
て
は
原
則
的
仁
実
務
執
行
権
以
も
な
い

ν
代
京
樗
も
な
い

可
四
五
条
一
c

拭

h
川
は
だ
け

が
業
務
執
行
機
を
十
有
す
る

円
凶
↓
ヘ
ベ
ヘ

u
h
v）

τ

た
だ

d

執
行
伐
と
取
締
役
は
兼
任
宇
る
こ
こ
が
で
き
る

一
刊
図
。

ん
中
六
六
前
山
）

（〉

株
式
会
社
の
機
関

株
式
会
社
の
薬
務
執
γ
し
は
、
ム
ぷ
叫
引
が
法
人
で
あ
る
こ
と
カ
勺
村
扶
人
の
行
為
を
必
要
と
す
る
の
機
閣
の
ノ
仁
A
，
を
立
草
す
し
ヲ
る
わ
け
で

あ
る
デ
、
会
計
法
は
山
問
調
情
成
の
恒
一
択
我
が
豊
富
で
あ
行
、
ど
の
よ
み
な
楼
閣
構
成
で
会
什
経
己
を
行
、
つ
か
な
と
い
羽

L
＼

平

成

七
年
改
正
前
説
法
と
比
較
す
る
I
L
l
－K
当
柔
軟
に
対
応
亡
き
る
。

↑
成
七
午
改
正
前
尚
法
は

生
べ
久
μ
吐
こ
っ
ハ
て
ま

j

i

p

J

一
－

7
i；
t
守

』

十ヘー
r
じ
L

、一九ぜ
λ

、

戸

二
j
j

ネ
マ
4

取
締
役
会
、
内
fk
取
尚
一
没
及
び
一
重
台
仇
伐
を
必
市
町
九
陣
内
相
司
と
し
て
お

υ池
山
刀
選
択
我
が
な
：
か
っ
t

に
の
で
あ
る
が
‘

出
商
法
特
例
法
十
旧
有
想

会
判
法
と
い
う
特
別
法
に
よ
る
ム
バ
門
法
制
日
制
が
あ
り

こ
れ
ら
と
ト
と
も
に
あ
る
在
庚
足
以
の
余
地
が
あ
う
七

「J
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日
商
法
特
例
法
で
は
、
会
計
監
奇
人
じ
一
世
一
手
伐
八
年
巨
か
ら
な
る
監
…
へ
同
役
会
こ
が
規
定
き
れ
て
い
た

条
刊
U
F

条

三
円
以
柏
特
法
一

ノ

公
認
会
計
十

人
は
会
余
の
機
関

人
y
h

ぜ
て
ム
主
任
の
外
部
か
ら
計
算
書
類
の
除
去
を
ね
う
こ
ピ

mT旬、

で
は
な
い
と
す
ゐ
苦
え
方
合
成
り
立
ち
う
れ
｝
い
が
ヘ
会
社
」
い
で
は
余
計
五
貴
人
を
楼
閣
と

L
f
い
る
（
た
社
法
三
二
六
条
項
二
主
ど

川
商
法
特
例
法
に
上
り
導
入
台
、
れ
た
よ
で
員
。
パ
ヰ
設
出
会
社
の
制
慣
が
、

委
員
公
品
川
北
南
尖
H
刊
と
し
亡
踏
襲
さ
れ
て
い
る
u

会
判
決
で
は
、

川
高
土
山
町
行
例
法
の
機
明
河
南
成
も
規
定
に
九
織
り
込
み
、

旧トト
H

限
会
引
は
や
↑
情
1

止
に
よ
り
特
例
ム
旬
以
人
支
社
と
し
て
存
続
し
て
い
る
。
法
的
な

取
り
扱
い
は
ん
で
「
天
会
社
と
あ
る
。
取
山
的
役
と
と
ム
ケ
一
京
社
内
で
が
算
書
約
内
作
成
い
あ
ん
J

る
九
百
日
tJ与
と
い
う
機
刈
も
新
設
さ
れ
ど
一
同

三
一
三
条
却
下
）
C

基
本
的
に
は
、
川
資
計
で
あ
る
株
干
λ

八
体

T
つ
な
る
株
、
一
総
会
戸
、
台
社
粁
斗
竹
内
h

関
す
る
切
の
事
デ
引
を
決
ー
だ

rる
倍
以
を
有
す
る

（ム五日打法

一
九
土
条

U
H

つ一
D

台
祉
の
絞
υvn
は
株
で
総
会
で
選
任
さ
れ
た
取
締
役
！
日
委
任
さ
れ
て

11
。
日
＝
＝
ハ
〉
条
コ
会
社
計
ソ
一
呂
に

ざ
い
し
一
＼
は
、
専
門
件
、
州
議
経
蚊
が
重
更
で
あ
る
か
ら
、
株
主
以
外
か
ら
も
広
く
取
締
役
を
宮
山
片
い
い
で
六
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ム

J

な

パ
コ
均
九
日
米

wl又
久
九
十
1m

l
z
f
f
：； 

昭
和
二
五
年
内
街
生
改
正
仁
ナ
リ
導
入
さ
れ
人
f

制
皮
で
あ
る
一
高
年
改
i
H
に

n

リ
ノ
代
音
取
締
役
の
制
定
J
U
訴
設
さ

わ｝

ぷ
J

戎
一
七
可
改

d
，m商
法

条

z

取
締
役
余
は

.I¥. 

七
年
改
止
前
一
閣
法
ド
ド
お
い
と
立
要
三
日
の
機
関
で
あ
コ
た

, 

会
社
法
ご
は
原
則
と

υ
て
れ
伝
機
関
で
あ
る

戸ム
γ
f
F
r

牛
い
士
一
九
友
人
ハ

Jg 

取
結
役
会
は
、
法
悼
の
坊
で

J
U
款
の
定
め
る
株
、
十
総
会

f (t賃収締役引挙制

の
社
説
7
1
J
5
事
羽
J
Z
除
戸
争
中
久
な
業
務
執
行
い
を
決
d

疋
ヂ
？
の
（
同

項
刊
ベ
判
明
n

取
締
役
人
的
は
も
取

一
九
五
ん
未
泊

泊
了
三
ー
ハ
↓
条

病
没
全
日
間
か
ら
な
る
会
一
議
体
で
し
め
ゐ
か
い
勺
、
取
締
没
会
に
お
い
に
抗
議

5
れ
た
こ
と
を
安
行
す
b
拙
内
閣
デ
必
安
に
な
る
u

代
表
取
約

、
業
持
執
行
自
体
を
一
1
ぃ
、
一
ヤ
れ
と
と
も
に
将
常
的
に
一
及
川
保
継
続
し
て
行
わ
九
品
会
什
の
呂
業
に
認
す
る

i
品

μ
持
し
て
芋
川
吠

／
卜
す
る
重
要
な
山
院
議
で
あ
る
。
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ぐミ

ば
締
役
会
坑
ぴ
代
札
取
締
役
の
制
皮
設
慣
の
意
義

間
相
ー
立
六
年
改
正
柑
法
は
、

以
続
投
会
主
一
決
山
で
収
を
知
子

J

摂
）
、
会
社
浩
一
六
二
条
悶
曜
は

一
一
円
午
改
正
商
法
二
六
円
条

れ
い
つ
抗
定
ど
部
一
人
方
的
に
同
じ
趣
己
円
の
記
子
宮
直
く
と
と
む
に
、
内
部
統
制
ン
ス
テ
ム
乃
構
築
に
閣
す
る
極
限
そ
の
他
を
追

M
d山
少
川
泣

会
ハ
青
山
～
事
現
と
し
て
い
る
。
取
締
役
会
制
夜
は
、
昭
和

h
年
の
商
法
改
正
い
ょ
っ
ご
、
商
法
判
定
当
初
の
取
締
役

η
各
副
代
去
の

原
川
が
日
以
棄
さ
れ

そ
の
か
わ
り
代
表
収
締
役
の
制
度
と
と
も
ド
等
人
ぷ
一
れ
た

取
治
没
の
有
門
性
に
菜
、
つ
く
会
川
刊
の
経
u
庁
能
力
が

終
判
お
ん
と
と
も
に
そ
の
比
四
浪
拡
丈
と
い
う
必
で
十
分
じ
売
院
で

3
る
よ
、
っ
し
し
た
も
の
ご
あ
る
〈
そ
の
一
比
一
閥
、

柁

R
総
会
内
出
官
製
が
、

注
〈
引
疋
款
に
）
止
め
ら
れ
た
ギ
項
ト
限
疋
さ
れ
と
わ
り
ど
あ
る
一

代
表
以
締
況
に
一

J

い
て
は
、

臼
怯
山
町
長
務
士
山
エ
ハ
執
行
権
以
事
制
ど
し

然
動
的
な
対
止
を
可
能
ー
と
し
一
L
M
7
Q

－H
一
一
四
九
条
問
項
）

取
締
役
会
は
、
ん
山
一
議
恥
い
と
し
て
よ
り
慎
重
な
叫
常
務
執
行
山
決
定
を
実
現
し
、
そ
の
情
成
い
民
円
か
ら
選
任
し
た
代
表
取
締
役
μ
んすが

E
の
他

取
締
役
を
院
督
す
る

守
二
）
～
株
rん
ム
ロ
社
山
菜
務
執
行
機
関
が
、
管
理
の
機
関
と
し
て
の
取
締
役
九
七
一
指
却
の
機
関
と
し
て
の
代
表
取

締
役
ド
分
化

ν
発
達

L
た
形
若
手
見
る
こ
と
が
で
き
る
つ
烹
際
！
の
閃
認
と
し
て
も
、
会
計
結

E
に
お
け
る
£
要
山
一
頃
事
代
表
氷
川
朴
は

が
単
独
で
決
屯

ν
執
行
す
る
と
い
う
こ
と
が
為
り
、
能
的
取
締
役
が
こ
れ
ち
じ
関
知
？
し
な
い
た
め

と
が
で
き
な
い
ピ
い
4
弊
存
キ

JA
略
す
る
制
吃
と
し
て
v
何
パ
初
で
あ
る
レ
一
い
う
こ
こ
が
で
き
る
｝
も
っ
！
こ
も
収
総
役
会
に
一
主
命
即
時
務
執
行

の
不
山
一
む
行
為
十
一
肌
土
9
7
Q

の
匹
皿
首
潅
以
に
酬
明

L
て
は
、
限
界
デ
あ
る
こ
と
が
指
抗
さ
れ
て
川
る
n

す
な
わ
ん
代
1
点
取
締
役
を
除
さ
取
締
没
会
の
構
成
員
は
、

れ
も
代
表
取
締
役
の
部
一
、
で
あ
る
場
行
均
一
般
均
で
あ
る
。
を
の
結
束
、

四
一
主
羽
田
認
し
イ
し
亡
、
そ
刊
五
百
機
能
が
必
ず

L
も
十
分
に
機

能

lJ長
い
の

E
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

冗
牛
改
止
十
同
法
に
よ
り
省
4
1令
さ
れ
た
取
締
仇
浪
人
A

制
殴
じ
相
沖
さ
れ
た
業
務
執
行

る

陪
手l

じ
現
す
る
ι古
川
白
機
能
い
対
す
る
疑

4
Jあ
る
い

人
民
社
経
常

μ冴
ず
る
取
約
は
ー
の
業
務
執
／
J
U
j
h
対
J
q

る
益
百
F
市
張
は
、

の
職
務
と
あ
る
一
で
こ
で
昭
和

－JZ
商
法
改
↓
仁
に
よ
り
会
計
監
去
に
続
小
さ
れ
た
監
査
伐
の
権
以
が
、

mreザ
川
川
九
年
の
夜
泣
件
付
句
法
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の
制
定
に
「

の
特
例
を
除
当
一

払
い
び
松
l
八
さ
れ
業
務
執
ノ
汀
の
監
十
r
u
H
限
J
W
有
す
る
三
ノ
に
な
っ
た
一

v

？
一
、
一
f
t
、

A
z
h
汁
ァ
、
じ

取
叫
昨
悦
か
ま
の
v

何
倍
が
際
問
崎
市
札
円
山
疋
択
肢
に
な
っ
、
い
る
三
f

了
か
人
、

株
土
器
会
と
取
秘
役
ム
で
－
の
隆
弘
八
H
一胤日稲川主

ヲ戎
〆＂
百七
J) it二
定改
め 1卜
, ニニー
をど n,, 
直 i笥
か de
な の
けよ
れう
ば i-
,, iilil 
,, 
な骨J
Lミi' -c 

i千
『p,,. 

取
漏
役
会
内
設
置
義
務
の
あ
る
会
什
に
つ
い
こ
は
も
｛
定
款
で
取
的
役
会
を
設
自

取
締
役
矢
設
置
会
社
は

代
表
取
締
役
の
選
疋
が
義
務
引
け
り
れ

会
叫
引
法
士
ハ
条

墳
三
H
ザ
＝
羽
二
原
山
則
と
し
て
歌
十
九
H

仙
況
を
設
置

1一
な
け
れ
い
は
な
ら
な
い

lロl

一
七
条
一
幻
｝
。

仇

山
恥
也
柄
引
役
人
以
投
ぴ
代
ぷ
一
取
的
役
の
権
以

取
締
役
会
ど
は
沼
紛
伐
’
ナ
恒
一
寸
門
海
成
さ
れ
る
株
式
会
川
刊
の
絞
院
で
あ
る

代
表
取
締
役
は
会
社
を
代
表
す
る
機
肢
に
あ

zh
一

代
去
と
は
対
外
的
な
長
務
執

U
で
あ
り
、

そ
の
苛
段
階
と
し
て
業
務
拍
刊
行
の
L
止
だ
が
あ
る
一

株
主
九
九
九
山
の
松
原
は
会
引
法
成
ぴ
疋
款
に

J
っ
て
明
誌
に
な
コ
て
お
り
、
取
締
役
会
攻
ザ
代
氏
取
締
役
の
権
限
は
ぐ
れ
に
疋
ば
な
い
非
取
締
役
公
設
嵐
会
れ
で
い
、
株
主
総
え

の
権
限
と
さ
れ
て
い
七
事
項
）
一
つ
い
て
も
、
取
締
J

出
会
設
置
ム
ロ
村
で
は
取
締
役
会
が
こ
れ
を
決
定
し
代
表
取
締
没
が
執
行

1
y心
事
叫
が

あ
る
べ
代
－
r
…
川
帆
桁
伎
に
は
、

U
訟
の
業
務
に
関
ー
て
甫
f

決
執
行
権
が
為
る
ー

ご
れ
キ
一
取
締
役
会
か
ら
を
任
が
れ
た
権
限
と
わ
推
す
べ
き
か

取
締
役
余
／
代
衣
取
締
役
と
の
権
限
聞
係

μ
コ
い

L

は、

悶
仰
の
権
以
ど
距
す
べ
き
か
な
い
一
、

そ
の
理
府
間
的
生

L
Pし
克
黙
の
和
議
が
あ

る

f (t賃収締役引挙制

I 

京
ウ
機
関
説

取
締
役
会
は
公
社
の
莱
務
執
行
Jγ

決
疋
ヲ
る
山
間
苅
て
あ
り
、
ケ
、
表
取
締
仰
は
な
ひ
代
よ
取
J

市
役
以
舛
の
薬
務
執
r
h
取
締
役
は
こ
れ
を
執

f
L
7
る
茂
川
川
F

、
あ
る
か
ら

こ
れ
内
向
力
行
機
関
が
川
町
！
止
し
て
会
計
内
業
務
執
行
機
川
崎
じ
な
る
と
餅
ヲ
る

取
締
役
会
と
代
表
取
紡
役

じ
は
、
意
思
決
定
の
惟
混
と
執
行

H
体
の
権
浪
と
が
そ
九
五
、
れ
時
属
す
る
と
前
す
る
。
代
表
山
市
約
仇
況
は
、
日
早
な
る
戦
東
約
令
状
／
れ
れ
H
A仲

代
式
取
締
川
況
は
取
諭
役
会
の
下
部
羽
織
h

す
き
な
い
か
フ
、

を
担
当
寸
切
る
山
然
保
ど
い
｝
こ
と
ト
な
る
＝

そ
の
ん
叩
r
p

監
督
に
H
H
A
ぺ
づ
る
こ

阪よ法学162 u 4<>71) 907 I三り12ll) 



こ
に
み
よ
る
ふ
け
け
で
あ
ゐ

昭
和
有
六
年
改
正
樹
J
H
は
、
そ
の
趣
口
円
を
明
え
化
ー
ニ
一
一
ハ
一
日
一
丸
刈
一
項
に
「
収
総
悦
会
ハ
ん
お
い
h

ノ
業
務
執
行
ヲ

快
ン
取
絞
役
／
犠
務
ノ
執
行
ヲ
監
督
ス
」
と
規
定
し
た
っ

会
什
法
制
定
以
前
の
見
解
と
し
と
け
が
引
の
よ
う
な
じ
ん
併
が
あ
る
「
党
支
取
締
役
は
、
一
株

i
f

総
会
的
決
訣
又
は
取
締
役
会
内
訳
J

止
を
そ
の

ま
ま
執
行
す
る
は
方
、
取
締
役
矢
内
零
任
し
か
一
部
四
い
お
い
て
、
制
収
本
的

sw執
務
執
行
以
外
の
事
羽
に
つ
ミ
＼
一
」
門
決
定

L
執
行
！
一
ヲ
る
こ

（

4
 

と
が
さ
さ
る
lfし
す
る
υ

あ
る
い
は
、
代
表
取
桁
没
の
常
務
執
行
内
決
定
池
視
は
取
体
制
役
会
の
委
任
に
基
つ
く
も
の
で
あ
る
が
、
法
d

疋
事

閉
及
び
J44款
に
よ
れ
取
締
役
会
内
橘
川
択
し
に
与
れ
て
い
る
＃
頃
以
外
の
事
む
し
帯
し
亡
、
特

jhE
市
内
ア
常
務
一
会
行
事
業
内
通
常
内
経
泊

か
フ
叫
l

ず
る
事
項
）
の
決
定
は
、
代
表
状
締
役
の
専
決
執

U
性
保
が
代
ム
一
以
締
役

H
4「
係
委
y
f
さ
れ
七
も
の
と
民
批
正
す
る
と
い
も
つ
見

解
等
が
ド
ナ
町
抗
さ
れ
て
い
こ
今
一
で
成
七
ケ
改
正
訪
問
法
一

ムハーい仏
v
h

引
は
、
取
締
役
会
の
決
議
事
引
を
規
定
し
ず
お
り
代
表
広
締
川
氏
そ

の
他
の
収
締
役
に
干
し
安
任
て
き
ん
日
い
続
問
を
山
一
ら
か
に
し
七
規
定

rあ
る
司
町
町
利
五
六
伝
い
の
同
法
改

ι
で
vJJ
設
さ
れ
た
規
一
七
で
あ
る
り
え

付
法
三
六

一
条
山
内
山
と
向
趣
口
円
の
引
則
定
で
あ
り
、
取
締
役
会
と
代
表
山
県
締
役
そ
の
険
取
締
役
と
の
法
定
権
限
の
刈
と
を
両

1
る
n

C
法
制
定
以
前
円
前
格
別
者
山
口
笠
郡
は
、

昭
和
一
五
平
改
リ
制
法
に
悶
」
9

る
清
交
じ
基
J
J

く
も
の
で
あ
／
叶
。
一
九
年
改
J
H

高
法
（

τ

。
条
は
、

1

人
口
ん
ノ
尖
務
執
行
ハ
取
締
役
会
之
ヲ
決
正
文
配
人
ノ
選
任
疋
宵t
れ

rdw
同
一
ン
L

ζ

規
－
u
し
て
い
に

そ
の
品
山

出
和
一
七
午

現
？
↑
書
き
に
「
芝
山
K
な
る
長
務
執
行
t

、
廿
門
医
各
号
に
具
体
的
事
現
キ
域

’E
Iし
そ
の
す
川
手
乞
取
前
没

ιェ下八円
f

で
き
九
怖
い
こ
j
を
山
胤
｛
史
上
九
J

門
会
社
法
六
二
粂
が
F

れ
を
踏
襲

L
、
干
成

に
若
い
の
改
J
U
係
昭
和
百
六
年
改
止
に
：
J

、

ハ
ヘ
什
ケ
一
足

七
2

牛
改
止
市
商
法

ム
ハ
ベ
（
ぺ
一
u
h
h

明
各
口
J

に
よ
斗
号
z
ハ
号
七
号
の
事
ロ
ー
を
迫
れ
し
て

1

取
符
H

吹
い
委
任
す
ゐ
吟
～
し
イ
が
ご
き
な
い
と
し
た
u

特
ぷ
町
山
判
γは
ハ
年
改
正
は
、

取
桁
役
会
は
w常
務
執
1
い
の
仇
｛
去
市
川
似
を
有
す
る
機
沌
で
あ
る
が
同

γ
べ
て
を
伏
先
で
き
な
い
の
亡
部
分

的
ト
取
約
役
に
委
任
す
る
こ
と
が
じ
き
て
委
任
主
九
た
取
続
投
が
業
務
次
行
内
伏
先
を
ず
る
一
」
と
い
？
と
き
る
し
乙
い
う
解
釈
を
前
拐
に
、

必
F
取
締
役
会
が
決
定
し
な
付
恥
ば
な
ら
～
な
い
事
項
い
う
い
い
仰
る
甫
』
決
事
却
を
叫
正
化
じ
た
一

て
れ
ま
じ
は
取
締
役
会
の
守
決
事
泊
、
が
規
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｛
た
さ
れ
て
い
な

V
つん

そ
こ
で
何
が
は
締
役
会
の
専
決
半
現
か
ζ

い
う
こ
と
い
悶
し
ど
は

パ
川
打
点
正
い
N

，M
は
解
釈
ト
の
問
題
で
あ

ハ
リ
り
山
伏
司
心
的
立
衝
が
あ
ツ
た
一

v

こ
れ
を
抜
く
町
山
ト
ヲ
る
見
解
は
、
ト
制
法
が
取
総
役
会
の
権
限
レ
一

ν

、
い
た
事
目
眠
、
た
と
え
ば
新
株
発
行

（

nn 

一
州
市
羽
い
何
事
H

）
と

γ
るコ

事
項
の
伏
疋
は
山
県
ν
阿
世J
会
内
専
叫
同
市
苧
羽
で
あ
り
池
に
委
任
で
き
な
ハ

川
午
改
正
計
二
八
つ
条
／

jし

吋

L
に
広
ノ
＼
制
刑
す
る
見
解
は
、
街
法
に
羽
丈
で
規
定
の
な
い
場
乍
い
に
お
い
て
%
、
重
要
な
議
仇
A

J
ア
れ
は
こ
れ
を
委
拝
す
る
一
～
と
が
で
き

な
い
と
し
て
い
る
ー

同
年
改
日
法
は
、

取
締
役
会
が
妥
刊
で
き
な
い
事
項
を
同
守
改

こ
の
時
廷
に
河
L
C
y
hく
解
す
る
山
一
場
い
よ
り
、

H
商
法
の
も
と
で
宅
、
L
Aえ
て
い
た
よ

υノ
多
く
片
山
ぜ
ん
じ
列
挙
ず
る
形
J
リ

u
法
化

L

取
締
役
会
が
決
定
す
べ
き
業
務
胡
1
付
ー
ど
こ
れ

ιを
取
締
没
与

f
tで
き
な
い
事
調
ハ
ト
〆
が
会
引
法
上
も
日
午
つ
内
内
で
あ
る
か
人
、

代
表
取

締
役
及
び
代
表
収
締
法
以
外
の
業
務
執

h
収
柿
川
は
は
、
こ
の
主
う
な
権
問
分
配
を
前
認
可
株
平
総
兵
疋
び
取
締
伐
ム
ロ
の
権
以
以
外
の

市
十
項
！
h

っ
き
尊
決
執
行
す
と
こ
と
が
で
さ
る
り
二
の
場
合
に

ι、
委
任
関
係
が
必
要
に
な
る
と
与
え
な
打
れ
ば
な
ら
な
い
と
寸
る
t

7

k

し
て

uy船
内
業
務
執
行
に
関
す
る
寺
山
町
心
決
！
ぺ
七
の
権
限
！
円
つ
い
て
は
、

代
表
取
締
泣
い
均
然
安
に
い
さ
れ
と
も
の
と
推
定
す
で
τ
で
あ
る
と

－Kす
る

イ

一
品
止
し
機
関
説

代
表
取
締
役
の
住
限
は
取
締
役
会
の
権
限
に
出
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
代
表
取
締
役
は
い
わ
ば
以
敵
役
会
の
派
社
的
枝
問

γヤJ

て、

f (t賃収締役引挙制

会
村
の
業
務

d
判

y
i
i
池
限
は
取
締
役
会
に
あ
る
と
射
す

会
川
引
経
%
の
細
川
主
に
お
い
に
は
業
β
j
執
行
の
伏
｛
た
を
取
的
役
人
工
口
引
力
ら
な
る
取
的
役
会
で
J
V

疋
寸
る
ご
と
と
し
て
も
間
利
丘

年
改
正
前
商
法
二
六
条

墳
の
よ
う
ド
そ
の
執
仁
臼
体
ま
と
も
い
ほ
ι
々
の
取
治
没
ド
」
り
／
七
っ
と
ヲ
る
よ
り
、
特
定
の
取
ん
町
役
に
委

ね
る
と

1vる
の
が
巡
中
」
と
あ
る
。
そ
こ
r
J
川
午
改
正
日
法
は

山
恥
桁
役
人
山
内
氏
一
認
を
も
っ
て
代
表
取
約
役
会
一
選
怪
す
《
さ
も
心
と
し
と

ノャー点↑
L
M

訓
商
法
十
、
い
久
13出、

T
K仏
J
A

ハ
株
、
一
総
会
r
決
議
ヲ
以
子
状
締
役
巾
九
五
社
司
代
去
ス
ヘ
キ
レ
台
ヲ
宏
メ
ス

す
で
に
出
札
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え
ハ
於
人
、
ノ
以
縮
技
カ
共
同
ン
若
ク
ハ
一
以
下
締
役
b
J人
配
人
ト
共
同
、
ン

ヲ
代
衣
ス
マ
ー
一
J

ト
ヲ
定
メ
サ
ル
ト
キ
は
取
締
役
ハ
告
白

ム
十
戸
ー
ポ
ヲ
代
表
ス
」
と
規
定
1

〕
、
取
締
役
が
ノ
ぐ
れ
れ
て
れ
外
誌
に
対

rr社
J

古
代
表
す
る
y
す
る
日
2

り
も
、
会
長
代
宗
寺
」
の
厄
め
を
宿
く
こ

と
の
ん
が
育
忠
の
統
一
と
宇
品
川
の
進
一
戸
y
し
f
一を十
h

る
上
に
お
い
て
得
様
で
あ
る
と
い
う
考
え
克
に
よ
っ
こ
い
七
υ

会
村
経
呂
の
実
際
に
お

い
て
は
多
く
の
場
合
、
判
長
、
凶
行
長
、
専
務
付
寸
内
会
社
代
表
台
f
一
定
的
一
上
一
、
品
川
市
干
の
剤
係
あ
る
い
は
薬
務
の
ペ
リ
担
を
疋
！
の
統
一
山
一
右

会
社
茂
吉
が
行

i
j

九
る
の
が
現
元
的
E
あ
る
い
そ
れ
と
と
も
じ
F

一
百
社
経
常
山
丈
際
じ
お
い
て
は
、
川
ー
も
川
脱
会
社
の
ト
ケ
つ
な
悩
人
的
色

犯
の
会
社
代
表
な
い
し
際
司
檎
伐
の
賢
請
が
あ
る
こ
と
も
ー
す
尖
了
あ
り
、
会
制
法
は
法
宮
ト
一
」
れ
を
原
則
と
し
て
い
る
〈

次
の
よ
う
ト
代
表
以
締
役
の
北
mM
は
本
来
以
締
役
会
め
い
特
尽
か
ら
由
来
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る

一
点
牛
出
帆
伐
訟
は
、

以
締
役
ん
山
は

業
務
執
行
の
決
定
を
な
司
こ
と
は
も
と
よ
り
、

そ
の
決
炉
し
た
と
戸
｝
ろ
を
実
行
す
る
栓
以
も
有
司
る
い
二
軒
町
す
る
c

の
業
務
教

れ
の
権
以
が
へ
工
仏
と
し
て
の
取
締
役
に
震
」

f
Qと
芳
、
ズ
yuc
す
な
わ
ち
陀
布
一
主
主
改
y
i
庄
は
じ
、
ほ
μ
惟
奇
本
制
授
を
導
入
寸
る
な
と

取
締
役
の
権
限
を
著
し
く
お
大
し
、
取
締
役
ム
に
よ
り
機
動
的
会
資
金
商
淳
一
や
可
能
と
1
、
会
社
従
営
に
お
い
に
科
競
筏
得
の
桧
欠
を

主
計
と
と
な
〈
営
長
冶
助
を
畏
問
で
き
る
趣
旨
仁
山
た
も
の
で
あ
7
Q
C

ア
て
れ
ば
町
与
よ
抑
制
／
れ
の
権
以
ド
ム
一
体
子
二
、
の
取
締
役
に
帰
属
す

る
こ
一
い
λ
前
型
を
前
提
ζ

宇
る
2

で
レ
て
山
引
い
稲
川
恨
ん
目
じ
は
決
定
工
事
訟
を
さ
れ
す
L
権
限
も
あ
る
と
芳
、
ズ
る
一
ふ
の
反
午
一
七
議
体
に

士
三
限
亘
な
決
議
を
安
ぷ
ト
qf
る
っ
こ
の
よ
う
に
会
誌
休
と
｝
二
、
の
は
続
投
会
は
会
之
の
業
務
執
行
機
関
ヰ
一
構
成
す
る

F

と
に
な
る

務
執

f
m
－A疋
ば
方
町
て
は
ん
怯
く
そ
の
実
行
も
て
き
る
と
い
う
F

と
は
一
九
矛
盾
一
ヲ
A
J
ぺ
で
あ
る
が
、
薬
務
執
行
の
潅
山
口
九
4
2

で
体
と

し
て
の
取
締
役
に
合
宿
約
い
属
守
る
結
束
、
実
行
に
つ
い
：
も
取
締
役
人
主
討
の
共
同
に
よ
る
べ
さ
一
｝
と
に
な

ωと
す
る
の

以
f
の
よ
、
つ
な
ド
～
解
と
と
も
へ
制
度
発
達
の
陪
史
的
視
点
か
ら
、
日
点
取
締
没
は
、
権
mm
の
由
来
及
び
名
祢
と
そ
の
資
格
申
立
川
小

ら
み
ピ
取
約
役
人
以
の
派
牛
陣
内
巧
位
Jγ
こ
τ
ん
に
説
却
し
一
L

い
な
い
と
し
つ
つ

法
律

会
什
の
u
E
業
干
し
明
刊
す
る

切
内
政
河
上
段
…
…
川
内

判
外
の
行
為
、
を
な
せ
北
限
を
認
め
ラ
れ
て
お
り

取
締
山
悦
会
ー
に
は
別
個
に
法
津
上
距
い
ん
口
の
権
引
引
を
付

7
さ
れ
た
独
与
の
総
伐
と
し
て
の
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〔ポ一

地
付
を
有
す
る
と
い
う
兎
慢
が
あ
る
こ

c, 
ノ

告

の

桧

討

会
什
法
は
、
収
ν
阿
川
1
L
Z
設
置
ム
ぷ
叫
刊
に
閉
し
て
、
薬
務
執
？
乃
三
山
J

止
は
取
締
役
会
の
決
議
に
J
る
こ
し
ど
よ
乞
規
定
し
て
h

る

ぶ
4

社
法

ムノ、

条

明
一
口
J

二
業
務
執
行
の
伏
｛
定
い
基
一
っ
き
代
表
取
締
法
が
公
判
代
表
打
為
を
わ

7
u
と
こ
の
で
業
薄
執
行
内
川
｛
疋
に
珂
し
て
、

日
年
改
正
前
説
法
二
六
て
一
条
が
、
会
社
内
長
務
執
？
は
取
締
役
の
巡

fr数
じ
よ
り
品
川
右
下
る
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
改
正
に
よ

れ
同
条
は
「
会
社
ノ
宗
務
執
行
ハ
取
約
役
会
之
ヲ
次
ス
一

2
既
定
さ
れ
た
コ
派
牛
陣
内
調
一
点
じ
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
い
同
年
改
正
以

町｛
干ヨ

d
q

：コュ：、

川コ
l

i

t

－d
r
e
p
v

ー、

収
紛
伐
の
臼
一
一
法
ト
よ
り
代
表
取
締
伝
～
な
ロ
た
と
し
て
も
、

代
丸
一
取
締
役
の
業
叶
相
続
行
疋
び
会
制
の
代
表
権
以
は
取
桁

没
収
何
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
代
表
収
縮
況
は
取
締
技
会
か
ら
が
生
し
む
も
の
で
あ
品
一
千
張
さ
れ
る

そ
し
ず
さ
ム
に

Uii 
手L:

年
改

r計
十
円
伐
の
た
て
前
と
し
て
は
、

山
小
綿
伐
い
じ
一
位
nJh業
務
執
行
総
院
を
管
凶
ず
る
の
）
一
、

能
方
！
に
O
L
て
会
H
刊
の
業
務
品
刊
行
は
取
締

役
の
過

l
殺
で
伏
寸
べ
九
九
、
と
い
う
一
才
一
泊
に
対
し
て
、
叫
1
4
機
関
訟
に
よ
っ
て
、

業
主？

執
i I 

の
iJと
,£ 
i土
岐

紛
tOi 
じ＇）

!E 
半
奴
ぴ〉

して
＂定

よ
り
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そ
の
執
行
自
体
は
取
v村
氏
各
円
が
こ
れ
を
な
す
と
い
う
堺
釈
が
広
〉
れ
わ
れ
て
お
り
こ
れ
が
踏
襲
さ
れ
て
い
、
る
と
す
る
、

以
締
役
会
制

夜
吋
J

新
）
／
＼
屯
め
ち
れ
た
こ
と
ド
ド
コ
い
、
は
、

日「d

代
背
景
こ
に
も

」
ず
＼
資
金
調
1
4
な
と
決
疋
過
程

"' 

ω山
首
際
化
、
依
品
即
位
ゃ

の
問
題
に
対
処
す
る
こ
ど
も
に
慎
－
旦
に
町
常
務
執
行
会
一
次
疋
す
る
よ
め
に
行
わ
れ
た
と

χ？
？
っ
れ

ι

f (t賃収締役引挙制

が、

i
L
J
ぬ
閣
説
カ
ら
は
、

そ
の
よ
う
な
す
U

法
粁
埠
い
よ
り
氾
明
す
る

F

一
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
み

J

こ
と
に
な
る
。
制
度
創
設
の
理
出

刀
ハ
は
取
締
没
公
と
代
表
取
締
役
と
の
権
以
調
係
、
古
前
羽
F
J
き
な
い
ど
い
う
三
と
で
あ
る
。
し
か
し
川
午
改
正
N
U
P
目にい＋
H

U

E

－
も
、
特

ぷ
代
表
取
桁
没
を
d

疋
め
て
会
社
代
長
打
為
骨

F4V一
る
こ
と
い
か
で
き
た

L

fcJ 

一
九
年
改
正

rm商
法
六
一
条
二
引
っ
会
什
経
常
の

定
際
と

L
f
u
疋
款
の
規
定
い
よ
り
取
山
的
役
台
を
惇
主
意
思
決
定
を
な
し
、
社
長
、
事
務
取
締
役
、
市
務
取
約
役
安
一
定
め
て
常
務
内
分
担

を
u
さ
せ
る
こ
と
は
普
遅
に
行
わ
恥
て
い

そ
つ
で
あ
乙
な
ら
ば
並
立
機
関
説
の
一
前
く
と
二
ろ
は
従
諸
叩
？
づ
主
削
m

u

即
L
た
妥
当
な
も ヱェ



の
y

J

い
ヘ
一
士
一
？
で
き
る
つ
理
論
的
に
も
、
問
問
人
的
小
煩
模
の
会
社
運
営
に
お
い
て
取
締
役
の
各
’
U
代
長
め
原
則
が
妥
当

1

ら
、
ム
ー
が
の
り
巴
出
ど
ち
］
援
の
権
限
一
一
勺
↑
し
に
よ
九
川
は
し
た
の
が
取
慌
役
ム
山
花
ぴ
代
一
以
収
総
役
の
判
別
府
門
戸
、
止
め
ゐ
と
解
す
る
な
ふ
ば

と
に
よ
寸
え
れ
社
に
打
け
る
統
的
な
会
社
運
J

討
を
達
成
一
ヲ
ツ
Q
P
K
M
d
て
き
る
純
陵
、
t

い
え
る
の

~ 

σ〉

ご
－
一
昭
和
五
年
同
山
尚
仏
政
け
示
－
作
五

q
仏
律
一
ハ
ら
口
さ
に
よ
ワ
、
商
法
一
九
川
主
計
ド
一
頃
が
込
町
さ
れ
、
一
会
紅
ハ
完
款
ヲ
以
一
r
ス

“
中
平
町
内
技
庁
株
一
二
y

ル
コ
ト
守
史
ス
ベ
キ
ピ
ヨ
ノ

1
ム
ル
プ
ト
f
N
4〈
」
ど
い
て
F
E
d
丈
心
規
定
元

Z
カ
れ
た
－
し
か
し
そ
れ
以
前
の
山
和
一
一

存
政
汁
の
段
階
じ
む
い
て
、
す
で
に
ご
の
白
川
は
明
ら
か
に
な
ウ
ご
い
に
υ

す
辺

h
L
m和
↓
一

ι
改
υ
ム
肌
一
州
沖
ニ
ー
ハ
E
朱
一
尽
か
、
ー
似
締
役

ハ
株
主
総
会
一
一
於
一
f
u
軒
五
川
刀
リ
ー
ペ
ヲ
選
任
ス
ー
と
規
宅
し
て
に
で
と
こ
ろ
、
同
年
「
「
叫
正
ー
よ
り
「
u宣
下
川
E
り
」
と
い
っ
文
言
そ
除
い
と
の

ベ
ニ
勺
下
一
が
同
叶
コ
刊
に
志
た

J

会
花

U
は
、
公
開
会
社
で
な
い
＼
九
社
は
こ
の
限
り
で
な
川
」
1
て
目
株
＋
い
限
疋

t
zこ
ζ

売
訂
再
て
い
句
乙
宍
花

υ一
二
一
条
点
ん
～
J
J

、ν
Lで
三
－
一
刈
ム
リ
l
一
認
常
い
ず
一
致
、
／
て
い
る
よ
う
な
場
r
戸
に
は
認
め
て
よ
い
で
あ
η

？
っ
一

一民一
J

山

r＼
九
郎
z

所
収

μ
九
八
ム
日
引
法
川
駅
ヘ
ム
訂
紅
の
機
関
小
川
一
六
一
条
一
三
一
白
川
下
、
一
九
八
七
干
、
な
と
ハ
ち

r
「一

一
今
一
臣
汁
誠
「
空
正
主
社
決
の
法
哩
よ
円
軌
問
題
」
問
事
砕
い
L
hノ
一
回
ー
ヱ
八
片
J

一！打叫ん一

一
川
込
八
口
城
一
副
会
ιじりいコ
t

メ

〆

夕

刊

砂

8
時
間
山
一
、
長
一
一
一
戸
）
一
、
一

C

司
）
苔
山
川

｛
什
「
相
浮
・
町
一
持
計
川
、
っ
と

Lη
一
口
。

一
立
山
刊
行
間
得
計
え
一
一
1
2

一
長
戸
一
一
k
’
円
以
）
、
百
巷
慌
捻
「
荒
蒋
科
行
機
関
の
け
A

帆
一
汁
有
ω
m
l人
い
詑
川
／
川
南
沼
代
企
業
法
誌

同

sn
一
L
一
頁
ロ
ト
一
一
リ
リ
午
」
な
｝
一
怠
間
c

一
竹
山
一
鈴
代
竹
推
で
井
原
令
、
・
改
正
A
悼
式
会
打
法
相
所
説
ム
N
f
R、
一
有
己
良
二
九
百
一
什
、
宗
合
・
剛
拘
↓
正
一
日
三
一
t
y

一
丸
、
一
一
八

円
）
、
戸
国
害
主
山
川
町
山
’
悦
式
会
社
法
（
第
三
巴
一
一
五
一
い
只
以
ト
訂

4
4
一、ド
J

土

U
＼

J
h
F
H

一
、
件
川
秀
樹
ん
ノ
川
什
法

r
第
一
一
一
引
っ
一
一
一
日

（
一
戸
」
一
一
立
）
2
h
A
1
ド
王
子
出
υ

一
い
～
玲
木
七
h

a

羽
拐
五
一
い
ね
）
百
七
円
一

一
吋
日
比
州
大
竹
推
竹
内
昭
夫
。
九
九
千
法
r

前
一
一
民
乙
買
、
一
人
ハ
白
一
計
一
二
九
九
同
年

J

一
羽
田
甲
時
了
一
一
八
十
一
町
会
引
法
計
一
、
一
岬
〈
巻
｝
斗
二
九
長
以

F
二
九
八
一
J

寸
で
加
要
柏
市
刀
打
有
限
締
役
法
制
山
尻
町
帆
究
f

八
斗
山
口
内
ね

f
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h

一
コ
ヘ
）
ヘ
）
年
。

一
行
司
ト
改
正
胡
主
人
つ
条
に
一
頃
一
項
が
新
戎
ち
れ
、
司
泊
マ
ロ
次
の
よ
う
に

M
l
Jと。

取
付
州
日
比
百
ハ
ル
ベ
／
事
況
廿
且
ハ
ノ
吋
」
ノ
主
世
宮
司
ノ
八
業
訴
執
打
二
日
川
テ
パ
収
縮
役
一
一
決
て
ず
ム
ル
ゴ
ト
ヲ
得
f
、

一

正

支
L
j
l
u

射
さ
ノ
M
V
U

ヘ
刀
及
謀
一
を

一
多
詫
／
惜
敗

一
支
配
人
円
ハ
ノ
粧
ノ
笠
宮
4

九
校
耳
九
ノ
造
吋
及
解
ヨ

川
主
主
戸
／
一
川
パ
ノ
主
要
よ
か
川
和
総
J

設
置
、
常
吏
及
h

問
中

一
同
二
平
成
一
ー
に
午
土
正
↓
叫
同
法
一
人
口
長
／
二
川
市
一
頃
は
、
訴
杭
発
行
事
曜
の
は
定
を
収
締
役
人
ハ
の
惟
院
と

i
一
、
定
款
に
よ
り
い
れ
士
松
会
の
権

限
」
す
る
ニ
」
工
作
J

で
き
G

と
し
、
い
ふ
j

j

ム
z
t
Jパ
は
、
新
株
主
行
に
陪

L
＼

E
C十件
λ
込
号
の
γγ
続
き
と
と
も
い
慕
毘
咋
点
の
発
行
↑
一
一
」
し

一仁川ん主

L
、
ま
た
鼻
長
率
墳
の
決
定
ノ
ド
ど
は
件
一
｝
総
会
の
ト
ハ
議
勺
τ
ω

べ
v

一
こ
ど
ど
し
て
い
れ
ω
ヘ
ム
荷
台
F
m
v時
比
は

hm締
役
会
の
I
ハ或

L
よ
る
へ
た
社
中
、
一
コ
リ
長
治
つ
会
社
訟
は
、
公
浦
公
吐
で
な
い
ん
J

吐
を
す
A

ト
ト
に
明
記
7
J

て
お
り
、
京
主
事
項
に
問
j
る
決
議
は
原
川
と

し
て
杭
主
総
人
八
一
A

決
議
に
よ
り
し
わ
れ
る
こ
レ
一
レ
一
し
、
募
集
事
前
を
以
締
役
一
取
桁
役
会
誌
置
人
八
一
A
U
引
の
場
合
は
取
結
役
会

J

に
長
任
す
る
亡
と
い
γ

E
き
る
と
し
と
。
川
淳
稿
者
引
い
向
芯
一

Z
～
立
一
河
口
下
毒
自

1
仁

一
印
一
児
玉
沖
a

改
正
出
出
盗
品
研
一
一
羽
一
一
ド
パ
二
仙
八
一
年

一
均
鈴
木
川
竹
川
ゾ
前
担
正
（
口
一
一
七
六
円
υ

一つ
J

へ
隅
淀
一
郎

L

非
主
人
ム
日
引
法
話
」
十
p
t草
一
収
一
四

t
百
円
一
九
九
一

J
7
1

一
円
一
和
成
郎
a

註
釈
商
詰
文
民

i
リ
急
二
六
つ
頁
N
U
ト
一
ー
九
ヘ
午

一勺

I
U会
？
川
郎
a

イ訂版、
U
収
入
品
米
l

法
山
）
有
限
ム
以
来
l

一ν
矢
二
九
こ
一
長
以
卜
～
へ
一
九
ん
じ
年
、
｝

｛
川
件
「
え
阿
佐
一
郎

2
2技
法
の
諸
問
題
〕
〔
軒
目
色
一
一
一
五
円
以

F

一
ん
八
一
一
年
℃
ニ
の
山

L
お
い
て
、
附
和
一
川
芋
改
正
前
窃
法

l

ハ

長
一
治
に
お
け
る
た
社
代
支
の
荒
波
ば
、
白
ピ

r本
京
取
泊
役
と
し
、
有
J
9
る
司
有
力
権
現
で
あ
て
、

i
f
｝ノ
γ
ぬ
一
円
取
消
ほ
か
ん
週
束
、
J

d

ム

包
円
一
に
は
な
い

7
1
一
名
指
摘

L
」
い
る

ふ
。
一
会
紅
成
立
法
寺
お
け
る
引
株
発
打
に
ツ
与
、

I
川」刊変苦

4
2
0
抹
＋
松
ム
訴
の
控
限
と
し
て
し
た
が
、

いかた
i
ェ一ノキよ
λ

ノ
u
Lた
一
ぞ
柘
一
五
ヰ
改
正
日
法
一
人
口
丸
、
ノ
待
攻
一

f (t賃収締役引挙制

以
滞
九
円
メ
ヘ
バ
ナ
ハ
仏
政
に
よ
ロ
ノ
打
、
14
～と

阪よ法学162 u 4:>77) '.)J:l c三り12ll) 
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つ

代
表
行
為
と
ん
品
引
の
円
的
こ
の
関
係

ム
ロ
止
は
注
入
、
で
あ
る
か
ら
、
同
ら
ノ
汀
丸
町
す
る
と
と
が
で
長
え
な
い

工
ハ
が
っ
て
ム
ぎ
は
、
隊
問
に
よ
っ
て
行
為
す
る
と
い
う
仕
綿
み

今

J

d

、

秀
一
千
1

そ
の
行
為
が
会
社
の
行
為
E
あ
り
行
為
の
効
果
が
尖
引
に
帰
属
F
F一ω
り
会
川
刊
の
成
す

p

－Li
ふつヶー、

公
社
法
相
川
九
μ

染、

は
法
律
胡
係
に
お
け
’
u
出
利
義
務
内
子
体
か
ん
ハ
け
う
る
υ

機
河
で
あ
る
代
表
取
前
川
況
の

L
た
行
為
η
効
果
い
か
ん
京
社
い
い
円
相
民
主
る
。
！
一
ヲ
な
わ

巳
ム
ロ
什
は
そ
の
成

υ
に
よ
り
権
利
能
ん
を
有

L
h
そ
九
ゆ
、
ズ
そ
の
範
世
C
仁
為
能
力
を
と
討
す
る
と
餅
ヲ
ベ
与
で
あ

同比
h
t
h
叫
し
円
行
何

内
服
川
出
司
、
あ
7hw

性
別
、
年
前
そ
の
州
刑
判
机
放
h
r
l
j

続
ト
L

内
法
律
五
係
に
基
づ
く
也
村
義
務
羽
山
昨
は
発
牛
し
な
い
い
ま
た
ん
五
日
刊
法
と
は
、
会
社

が
法
人
と
あ
る
こ
ど
V
A
つ、

山hh
快
…
人
に
院
し
て
民
法
の
規
定
す
る
行
為
能
力
の
制
限
h
w附
寸

i
u札
疋
u
h
J小
有
し
な
い
っ

ヲ
亡
し
：
と
ら
一

J
j
j
j
y
j片

個
々
旦
一
い
体
的
グ
l
ス
い
お
い
一
＼

汁
為
能
心
の
有
無
を
判
出
1
一
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
っ
た
い
一
、
χ
ば
著
名
な
会
社
の
政
治
献
八
王
に
倒
す
4

叶
叶
凶
刈
！

h
h
o

い
J

＼

政
判
所
は
会

Mth政
治
献
主
を
十
ふ
こ
と
日

r
rき
る
と
判
不
し
に
い
る

お
よ
そ
法
人
で
あ
る
鳩
き
に
は
、
朴
凶
法
人
で
あ
れ
財
印
刷
法
人
で
あ
れ
、
法
人
は
再
的
を
有
ま
る

枚
仕
国
財
団
J
fへ
法
一

〈
公
社
法
七
条
一
号
五
六
七

条
一
足
（
号
、

点
一
号
（
九
三
集
一
頃

す）

4
F
山
川
凶
法
九
で
あ
れ
ゴ

ラム－
／、

｛
た
の
日
的
の
も
と

じ
人
の
集
合
体
が
あ
り
、
財
閥
法
人
ご
あ
れ

1
、

史
的
日
的
の
も
乙
に
地
山
さ
れ
ム
ド
財
産
川
J
M
E
m

－
r

自
営
与
れ
る
こ
こ
に
去
る

ム
十
戸
去
は
、
料
利
irr
一
凶
法
人
で
あ
る

七
司
改
正
問
司
法
は
会
祉
が
社
内
凶
で
あ

L
F
L
f
会
規
正

Jd

て
い
た
が

欠L
" 

山
戎
一

lロJ
h 

f (t賃収締役引挙制

会
川
刊
誌
は
会
計
デ
社
団
て
あ
る
こ
と
を
知
正
し
な
い
に
ム
よ
け
れ
は
、
株
主
が
定
内
向
的
の
に
お
山
貸
し
人
に
対

p

を
基
従
J
し
こ
、
古
来

活
設
を
回
収
山
間

L
尖
得
L
七
利
維
を
一
介
配
す
る
機
構
を
ム
H
fる。

川
的
M
Y

疋
め
ら
れ
に
い
る
か
ら
に
は
、

会
社
内
七
為
は

F

－
の
誌
記
均
一
に

お
い
て
計
わ
れ
る
べ
き
も
の

7
あ
る
c

会
社
内
権
利
能
力
。
行
為
能
川
ぺ
ぷ
持
し
て
、
平
成
一
八

4
改
正

J

町
民
法
刈
一
一
条
F

同
年
改
圧
の

内
焼
定
が
会
社
い
仙
沼
娃
い
必
用
メ
れ
る
か
FA
打
か
し
っ
き
争
い
が
あ
っ

出京

κ判
昭
利
川
一
ア
パ
坪
は
‘
ん
山
朴
は

現
民
法
三
河
一
条
し
仁
川
畑
一
ド
口
）

～
疋
め
ら
れ
七
百
的
の
杭
阿
山
い
に
お
い
て
住
杭
能
力
？
な
有
オ
る
と
判
示
し
て
い
る
z

こ
の
問
題
に
院
し
て
は
、

十出
3
いに、

j~ 
r
、、一
ι1
14f 

株
式

阪よ法学162 u 4<>7:!) :m i:三り12ll) 
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N
L少に
JTι
単
一
同
す
る
旨
円
規
｛
だ
が
な
い
の
尺
、

〔
冗
川

明
え
の
旧
竺
だ
が
な
い
以
上
け
口
的
に
五
品
川
制
限
は
な
い
と
年
す
る
説
も
あ
る

説
ノ
汀
ム
「
い
の
J

いり

と
で
は
、
民
法
一
四
条

ー
ト
五
機
迎
い
に
さ
れ
、
ム
百
九
む
の
権
利
詑
！
リ
叫
品
目
的
の
杭
固
に
限
ら
れ
る

」
の
よ
う
に
ム
ー
が
の
権
利
詮
方

の
及
ぶ
範
閣
に
お
い
て
代
表
取
締
役
は
代
表
行
為
を
づ
る

p
k
デ
で
き
る

' 

：
土
r
v
i

才、F色
乍
J

L

史

2
1
4
1
1
1
0
1
1
 

ム
ロ
行
法
一
一
パ
止
条
日
日
ー
が

の
い
月
九
表
じ
持
し
て
、
「
代
i
i
取
給
没
は
‘
株
式
会
社
内
業
務
じ
間
ヲ
る
一
切
の
政
判

i
又
は

裁
可
抗
ー
の
わ
J
R
M
を
す
る
比
四
浪
を
右
す
7
0
0

一
と
規
正
し
て
い
る
川

切
の
裁
可
ト
L
Vん
は
政
判
外
の
行
為

hv
「
会
計
の

～ト四川
7
4
λ
ハV

権
苧
能
｝
川
の
吐
ぶ
範
匹
の
行
為
」
と
同
じ
か
異
な
る
か
と
い
う
て
と
が
ー
一
一
干
出
品
思
J

に
あ
る
一
代
表
北
M
柳
川
ほ
の
装
釘

v
阪
1
る
行
丸
山
川
、

当
校
慌
の
総
関
の
甲
南
務
執
行
山
町
同
ー
す
る
決
長
悦
り
い
へ
河
川
ま
れ
れ
恰
L
こ
は
ιヰ
じ
な
い
し
こ
す

L

1
会
社
の
μ

怯
利
能
力
の
及
ふ
組
問
か

J

：ら

二
こ
で
の
問
題
は
、
代
表
以
締
伐
の

一汚一

行
為
、

r業
位
聞
い
執
わ
の
対
外
的
な
行
為
と
し
て
の
代
i
E

チ
h
U
J
ハ
刊
と
業
抗
日
執
わ
山
惟
限
に
分
付
て
考
え
る
一
一
と
が
、
出
切
で
あ
る

D

と
会
村
人
少
当
然
で
さ
る
わ
ぬ
が
、
代
表
状
締
役
と
し
て
は
む
き
な
い
一
一
と
に
な
る
か
ら
一
仁
あ
る

業
務
執
れ
と
は
、
人
山
4
j

の
代
ぶ
氏
関
が
ノ
打
、
つ
会
社
的
内
科
J
H
J

の
他
内
事
務
処
回
で
あ
る

代
表
取
析
は
ほ
、
ム
ー
ン
ホ
干
の
代
表
主
で
あ
れ

会
い
川
経
v甲
一
に
閲
午
、
、
持
、
一
総
会
決
議

収
締
役
会
決
設
、
又
は
自
ら
決
定
1
J
r一
二
二
号
実
行
す
る
一

こ
引
は
業
務
執
行
の
決
疋
に
だ

ー
〕
て
執
ノ
汀
自
体
で
あ
る

執
行
肉
体
も

」
れ
を
会
批
関
係
に
お
い
九
山
内
的
な
も
の
と
対
外
的
な
も
の
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
ゐ

山
九
↑
ぷ
／
イ
為
は
、

公
社
の
代
来
高
が
す
る
業
務
執
行
り
っ
ち
汁
列
的
関
係
に
お
い
て
抗
い
わ
れ
る
じ
為
で
あ
y心
け

そ
れ
に
対
山
し
こ
内
部
的

な
業
務
執
行
が
行
在
ヲ
る

し
た
カ
勺
亡
代
表
取
締
役
の
代
衣
糧
は

業
務
に
渇
す
る
切
り
札
拭
斗

l
又
は
法
判
吋
外
の
計
ぬ
が

ー
と
口
日
付
の
様
川
刊
能
力
の
及
ぶ
報
刊
の
’
「
為
一
と
同
義
マ
あ
る
と
鮮
し
た
L
し
で
、

切
の
対
外
的
業
務
執
行
に
及
品
も
の
と
与
え
な
け
九

ぽ
な
ら
な
い
り
代
表
取
締
役
山
行
為
J
U
、
んμ
社
打
、
訳
機
羽
山
一
行
為
で
あ
り
、

そ
の

rL
品
の
効
回
ぶ
は
た
社
に
及
、
小
口
そ
の
与
い
会
社
法
で

は
、
半
業
ト
Y

一
な
っ
一
て
お
り
、

代
去
擦
の
組
出
u
h
f
J
R
装
～
限
た
さ
恥
な
L

<f!L仁社学』 62i;; 4 :180）。Hi :zu12,n 
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の
義
務
に
問
「
る

切
の
ノ
h
H
4片付

代
表
収
J

税
伎
の
専
決
芝
頃

会
什
法
一
一
四
九
条
河
墳
が
、
吋
表
取
締
一
没
の
権
限
と
し
て
規
正
し
て
い
る
「
業
務
い
判
す
る
一
切
の
批
判
上
え
は
裁
判
引
の
行
為

の
害
時
河
拝
を
戸
川
一
干
し
い
土
う
。
武
司
ト
的
行
為
と
は
、
代
す
れ
取
符
H
t
u
y
及
斗
に
お
い
て
会
什
の
代
衣
者
名
義
で
訴
伝
子
続
き
ま
れ

7
二

と
で
あ
る
c

代
表
取
給
浅
は
、
民
心
苧
詳
記
法
ト
、
法
定
山
川
、

mfu
口
い
準
じ
て
取
れ
扱
わ
札
ゐ

艮
訴
法
一
一
七
条
4

口
川
一
条
一
一
現
）
υ

裁
判

外
力
行
為
と
は
、
そ
の
他
内
清
一
法
行
為
で
あ
る
い

ム
ロ
ー
刊
の
業
疎
い
関
す
る
行
為
と
は
、
会
社
の
f
J
R
装
～
広
す
る

切
の
J

汀
均
一
〈
あ
る
が
、
各
総
慌
の
μ
怯
限
分
配
の
飼
山
か
人
、

Yr; 
•}) 

よ

う
じ
m
m
r広
的
と
あ
る

ト
ザ

dr’市川

京
県
林
式
等
の
先
行
等
、

fr

に

会

社

の

羽

織
r人
は
v
h
H
J未
に
関
す
る
草
川
礎
的

h
為
は
含
ま
れ
ん
か
い

株
，
ナ
れ
憶
の
発
行
、
事
－
K
設
立
、
一
疋
款
変
更
、
社
債
の
発
’
h
u
、
各
種
組
級
交
更
な
と
は
林
干
総
会
的
協
限
と
さ
れ
て
い
る
事
政
ず
め
ソ
ペ

た
と
え
ば
定
款
交
正
は
、
純
粋
！
三
古
川
什
内
部
の
事
頃
一
七
あ
リ
も
と
も
と
対
外
的
業
務
執
れ
を
杭
い
わ
な
い
立
士
一
初
で
あ
る
c
ま
た
営
業
設
湾

生
J

も
、
個
々
の
取
引
上
の
行
為
で
ほ
あ
る
が
、
会
仕
組
織
じ
関
寸
7
Q
仕
合
礎
的
行
為
一
、
も
り
株
士
世
人
山
決
一
誌
を
要
す
る
業
務
ず
あ
る

九
P

ト
ト
ん
午
、
募
集
株
式
の
発
行
な
い
ζ

は
、
い
に
内
的
に
も
対
外
的
に
も
業
蜂
執
行
、
か
只
百
万
三
よ
め
る

あ
る
い
は
会
社
法
一
一
一
六

長
問
問
引
に

規
定
さ
れ
、
ぃ

ι正
一
変
己
財
産
の
レ
佐
山
り
・
誌
を
け
、
多
額
の
柏
町
な
い

Y

一の

E
安
ん
な
業
務
執
行
の
決
疋
も
－
一
円
棋
に
収
総
役
会
の
専
決
事
広

f (t賃収締役引挙制

で
あ
り
、
代
表
取
前
泣
い
小
f
J

る
こ
と
が
で
き
ゐ
件
式
会
祉
の
業
侍
ず
に
閣
す
ア
仁
川
州
に
は
合
ま
れ
L
A
い、

ア
“ 

取
締
役
仏
以
内
決
議
事
羽

特
ぷ
株
主
総
会
の
抗
議
半
墳
と
さ
れ
て
い
る
事
羽
じ
つ
い
て
は
‘
税
、
十
総
会
以
外
力
機
認
が
決
疋
ヲ
る
こ
と
が
で
き
る
と
ヲ
る
f

疋
決

内
定
め
は
効
力
を
有
し
な
い

一
同
二
九
五
条
三
頭
）
U

K
」
伏
、
恒
今
乃
v

収
心
何
仇
伎
に
委
任
す
る
一
と
J
h

で
さ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
取
締

役
会
の
可
決
事
刊
、
ど
さ
し
れ
て
い
乙
半
現
い
院
し
て
は
、

そ
の
ト
マ
絞
附
円
で
あ
る
林
、
一
位
会
が
決
1
Eす
べ
き
ら
の
と
す
る
↓
心
判
訟
の
疋
め
は
、

、P
」
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N
r
r
f特
に
こ
れ
を
妨
げ

会
引
ベ
司
、
上
、

ど
こ
え
は
公
開
会
社
に
お
け
る

な
い
限
り
認
め
て
＃
一
昨
じ
え
又
な
い
ノ
考
、
え
ら

hr

軸
界
長
株
式
の
発
行
事
デ
止
め
決
定
1

ト
関
す
る
決
定
住
限
の
で
つ
に
、
誌
公
式
J

は
株
工
総
会
の
権
限
と

ν
な
が
ら
、
公
開
会
山
市
（
の
烏
合
に
は
取

締
仙
注
入
山
内
也
限
と
す
る
こ
と
い
っ
き
叫
土
焼
定
を
置
い
て
い
る

羽）
υ

そ
の
よ
ヲ
争
規
定
い
が

公
社
法
九
九
条
で
ほ

条

あ
る
場
人
い
に
が
い

c
v
b
、
」
杯
下
は
会
計
消
有
者
と
し
に
本
来
会
什
溢
u

口
に
閉
刊
す
ゐ

U
能
の
潅
以
を
ー
有
1

b
識
調
で
あ
る
か
ら
、

会
の
帯
以
Lr一色

7

る
こ
と
が
で
き
る
と
慨
す
る
川
九
百
社
法
一
六

b

九k
m叫
羽
に
規
定
さ
九
て
い
る
事
項
そ
の
他
内
法
吃
事
項
に
は
し
で
も
同

様
で
あ
る
口

, 

法
律
上
の
制
限

T 

山町説

業
務
執
行
の
決
定
松
限
位
、

株
÷T
総
会
取
締
夜
会
又
は
尚
J

次
的
！
円
代
ム
仏
取
締
悦
ー
一
身
に
あ
円
、

そ
れ
に
幕
ワ
き
汁
外
的
に
行
わ
れ

る
業
務
執
日
が
公
社
の
代
十
五
行
ハ
吋
で
あ
る

代
表
取
締
役
の
余
村
代
表
催
が

会
日
刊
の
権
利
能
川
が
吃
ぶ
一
切
の
行
為
に
民
ぷ
一
一
L
rふ
h

す
で
い
ド
述
べ
丸
一
ー
に
お
行
で
あ
る
つ
代
表
以
締
役
の
行
為
ば
機
関
と
ぜ
て
の
行
為
で
あ
れ
、
そ
れ
が
公
社
の
行
為
と
な
る
か
ら
、

め
ア
ト
f

の
関
係
に
お
い
て
利

dz関
係
を
生
ず
る
こ
と
γ
い
な

こ
の
よ
う
な
代
衣
取
締
役
の
辺
括
的
な
代
立
権
は
、
こ
れ

2
制
限
し

－JO
一
吉
合
宿
の
品
川

蓄
に
い
れ
抗
寸
ご
や
こ
ど
は
で
き
な
い
不
叶
制
限
的
な
も
の
で
あ
や

法
士
一
四
九
長
丘
広

法
台
戸
リ
パ
は
J

止
戒
に
J
N
株
！
一
総
会
・
取
締
役
〆
品
川
川
決
議
ヂ
必
要
で
あ
る
の
に
こ
れ
を
て

3
2人
は
有
効
な
以
一
孫
子
な
か
勺
た
い
円
、
取
結

役
規
則
等
会
計
の
均
一
部
旧
同
別
に
β
1
4

尽
す
る
三
社
代
点
灯
パ
叫
が
一
般
的
に
問
題
に
右
る
こ
と
が
あ
る
n

こ
の
場
合
に
お
い

C

取
引
安
全

の
時
一
点
か
ら
ふ
れ
社
の
内
詐
寸
河
川
怯
ト
山
リ
F
川
崎
す
る
事
灯
、
じ
つ
い
て
は

～
4
 

4
 

と
芳
、
ス
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
じ
は
そ
の
よ
う
な
叫
課
内
除
誌
に
湖

L
て‘

第
士
者
九
十
一
誌
を
考
問
一
】
す
る
山
島
市
内
｛
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
当
然
蛇
対

符
じ
法
律
ト
市
川
制
却
を
除
隠
す
る
会
引
代
表
内
効
力
を

－
一
の
よ
う
に
附
す
る

V

J
’
つ
官
姥
に
つ
き
詩
集
株
式
的
罪
行
の
場
合
会
一
枝
卸
し
て
み
」
う
＝
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イ

以
締
伎
会
決
議
を
欠
く

u

一
集
株
式
の
発
行

公
開
会
一
ん
の
川
崎
λ

口
の
手
集
株
式
売
行
に
つ
起
人
件
葉
山
田
乎
砲
の
決
，
に
は
は
続
役
会
心
J

決
疋
す
る

、N
T

、
一
、

f
A
Z
K」
リ
J

けい

条
一

4

代
衣
取
締

！｝  

性
ー
の
権
以
う
法
律
上
制
限
さ
れ
て
い
る
旦
｝
と
に
な
る
が
、
代
表
取
締
役
が
取
的
主
会
乃
決
議
を
い
祉
ず
に
除
草
株
式
の
発
行
J
Z
行
つ
許
均

（一ー乙

合
力
効
呆
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
、
と
い
う
珂
泡
が
あ
る
。
ま
ず
あ
に
こ
れ
を
年
効
と
判
明
す
る
見
荊
が
あ
る
u

募
集
特
点
力
発
行
は

ム
古
川
刊
の
基
慌
に
坊
さ
る
組
続
法
！
の
↑
一
一
月
ど
あ
る
か
h

」
れ
ド
持
す
る
取
的
主
会
一
抗
議
は

出
利
一
－
立
年
改
正
阪
商
法
に
組
疋
し
さ
九

ゎj l 

要ぃ
f十ど
と資
あ 本
る i首

とお
せに
る潟
見詰
j＂有る

が持
dう土f

るさ： fi~
ム

グJ

Y先
議

事
現
あ

3
へ条吻＝一

J

川

朱
士
、
取
締
役
会
決
議
は

fii'j 

内
d

↓、守、
hMν
ド
ル
本

T
、
〉
え
t
T
a
J
m

、

ナ
J
I
I一
日

／

み
lhH

舟
偏
A

町会
1
1
0
3え
ラ
ノ
／
l
l
u

資
令
祝
よ
戸
、
了
」
行
会
社
の
別
的
接
健
を
拡
大

1
る
こ
ど
に
な

る
1
－
、
買
収
紡
街
剖
検
と
し
℃
取
引
説
ノ
什
で
の
他
会
訓
u
h
h好
的
な
お
に
刻
す
る
第

者
剖
心
当
て
ー
と
し
て
行
わ
れ
る
会
社
羽
織
的
基
本

！
｝
院
す
る
一
甫
費
な
行
為
て
あ
る

F

設
判
門
町
九
州

、
こ
の
間
取
に
関
し
て
乙
し
ろ
こ
れ
を
会
社
内
装
務
執
行
い
半
ず
る
も
の
と

L
て
取
り
扱
っ
て
い
る
も
の
と
前

す
る
の
が
相
、
二
ぐ
あ
る
と
判
ハ
ず
し
、
付
外
的
に
会
任
弁
代
十
品
「
る
権
限
の
あ
る
取
締
役
い
か
新
株
を
発
行

L
人〕以

i
、
た
と
え
七
訴
株
の

R
l
rり
に
つ
い
て
有
効
な
取
締
役
会
心
決
議
が
な
く

a

一
も
、
力
新
制
刊
の
不
可
行
は
＋
有
効
な
も
の
と
併
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
百
F

判
決
を
肯
定

ー〕一f
、い久〔》

の
口
初
公
け
ト
は
、
い
黒
字
、
株
式
の
た
訂
は
校
権
株
式
制
ー
え
の
も
と
で
機
動
的
な
試
金
調
達
を
実
現
す
る
以
締
役
会
に

f (t賃収締役引挙制

J
る
業
湾
執
行
に
準
ず
る
も
の
と
与
え
ら
れ
る
付
ま
た
公
開
主
判
的
場
合
に
は
、

一
札
－
存
弥
子
は
株
主
4
L
当
C
を
受
け
る
潅
判
長
r
c
h
d
な

し：。

非
h
v
A
m
川
ム
古
川
刊
の
場
企
仁
は

株
主
い
は
持
弥
比
率
維
持
に
現
す
む
重
大
な
持
心
と
利
害
が
あ
る
と
与
、
ヌ
て
よ
い

二
れ
に
対
し
て

と
か
ら
枚
、
＋
の
持
株
比
率
維
持
一
ド
材
対
す
る
福
山
刊
が
、
枚
、
一
配
当
て
以
札
ノ
の
方
法
じ
よ
れ
募
集
怜
式
会
一
発
行
す
る
た
め
に
は
依
主
総
会

の
特
別
決
議
に
よ
山
川
県
東
ギ
項
奇
決
正
す
る
必
ず
一
が
あ
る
と
す
る
－
｝
と
で
保
護
さ
れ
て
い
る

へ
会
社
以
九
九
条

1)'j 

現

士

J

九
内
有
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か
か
汽
二
定
五
川
勺
〆
株
ー
の
＆
uuτ
に
反
し
て
持
式
売
行
が
効
力
持
生
乙
え
坊
へ
け
に
、
既
存
株
、
占
的
利
r
八
江
を
併
設
す
る
な
め
株
式
売
行
越
効

ω
訴
、
ょ
を
規
定
1

二
に
い
る

,ci, 
j、

廿

f

3

P

一入
7

」一、一一
L
I
F

－－
f
日
ド
ト
ム
ム
7

「みポ」
1
M
U

、P
M

募
集
h

株
式
の
発
行
守
の
無
効
の
詐
λ

の
提
訴
期
間
内
に

八
条
一
頃

却
し
て
、
公
開
会
社
内
場
合
は
六
笥
E
I
－t
あ
る
の
に
け
し
て
、
引
公
開
会
社
の
場
合
に
判
し
て
は

れ
主
六
街
巴
ー
一
方
均
一
年
に
し
ど

平
成
一
七
年
改
日
一
一
尚
間
決

釘
払

J

問、一

0
1存
快
土
内
意
思
に
反
す
る
ん
快
い
弐
発
行
を
絞

i
f

灯
台
思
に
わ
か
い
り

L

八
三
条
ノ
一
寸
前

的
、
あ
る
い
は
効
力
が
先
生
し
た
と
き
に
こ
れ
を
証
歌
い
で
き
る
三
と
に
配
中
思
し
た
も
の
と
い
つ
こ
と
が
む
き

こ
れ
ら
の
、
」
と
か

ら
株
＋
f

総
会
の
抗
議
を
火
ノ
＼
年
集
h
n
h九
の
発
行
は
無
効
で
あ

一
神
山

a

p

引
担
判
長
信
）
一
六
条
J

二
八
つ
河
川
ト
コ

一
ぬ
れ
一
切
・
的
拘
註
日
）
一
五
一
定
｝

一
目
指
碕

i

ヘ
民
社
の
定
款
一
北
川
定
の

H
的
社
会
利
子
津
品
第
一
ち
一
つ
百
九
以
ト
舎
町
一
一
「
い
じ
八
王
一
υ

一竹
L

最
た
竹
附
刊
凶
ハ
凶
平
一
ハ
ヰ
一
回
「
民
主
二
悶
ん
τ
ー
ハ
コ
ヴ
ー
ハ
九
百
U
M下
、
「
最
大
主
昭
和
四
斗
年
L

ど
＼
つ
）

一
治
「
武
司
司
去
へ
吐
d
b

二
一
氏
U
A叶
何
人
喝
ヲ
己
主
主
一
V
－
1

－
九
八
l
J
3
q
ヘ
一
ワ
；

「

一

｛

I
l
i
t
i
－

－

；

I
l
i
－

－

i

j

L

j

！

？

？

l
J

一M
M
仙ロ

M

h

れ
れ
ば
、
拒
佐
高
市
で
は
な
く
透
吊
で
あ
る
」
併
し
て
い
る
吉
成
一
八
年
改
正
剛
氏
仇
一
一
長
田
一
久
士
－

U
栢
e

前
掲
註

｛
計
一
泊
見
山
口
宮
田
川
口

一話

J
d
川
近
代
「
定
款
叶
（
に
の
日
的
7
f
L
I
引
の
楕
利
技
力
一
一
品
田
晶
代
・
宕
原
判
作
雨
明
｛
会
社
法
力

p
h…
一
一
一
一
Y
E
P

－f
v
ハ
ん
危

J

、
叫

両
，
斗
可
一
国
t
k
ヘ
引
一
七
百
店
ヘ
G

）仁

5rmの
丈
献
な
ど
っ

一
対
一
科
目
死
別
a

人
民
社
出
品
一
枚
ム
良
一
一
ハ
）
一
一
年
、
比
付
滑
山
一
叫
批
」
へ
計
打
法
汁
何
百
茂
〔
世
間
一

2
M一
、
丘
一

池
桔
割
前
仰
向
註
一
計
一
叫
一
日
…
凶
。

一
市
川
一
服
品
J
一
一
「
λ

閣
は
院
も
と
の
口
問
代
表
似
繍
慌
の
ヘ
ム
什
代
表
権
一
法
学
ム
ミ
ヲ
1
一
一
ハ
〉
号
七
一
員
〆

q
f
h

士
年
三

一
抗
一
一
山
4

0

，H
拐
許

8
二
一
ハ
条
ヘ
一
六
C
目
以
l
）
、
生
台
。
苛
由
民
判
註
一
的
」
一
四
l
J

条
川
「
戸
、
中
U
H

一
泊
品
九
口
e

刷
掲
守
刊
）
一
四
九
条
J

一
川
良
一
か
吉
田
川

3

一
的
稲
葉
一
一
推
a

黒
公
解
説
会
ぶ
に
は
窮

4
持
品
川
間
l

川
九
条

一へ】
rh

午
改
正
前
市
法
三
人
公
一
頃

一／〉一、ル」広寸

平
成
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決
定
権
限
か
分
配
さ
れ
、

u常
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
代
衣
取
締
役
に
胃
J

決
執
行
棒
が
帰
属
J
q
J

る）

代
表
取
締
役
の
住
限
に
関
し
て
は
、
凶
和
二
丁
111
年
の
司
法
改
止
に

Z
り
、
取
締
役
会
及
び
代
表
収
総
伎
の
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
川

来
、
取
締
役
矢
内
也
限
と
九
九
去
取
締
役
の
権
限
と
の
河
一
怖
を
レ
一
の
上
ろ
に
説
叫
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
珂
上
て
、
並
す
減
問
一
説
と
派
生

際
司
祝
日
叫
ん
あ
る

d

か
し
い
ず
れ
の
誌
に
よ
る
カ
に
J
つ
内
下
吋
ず
れ
取
締
没
丹
同
地
混
の
説
判
干
内
容
に
斗
（
体
崎
千
宇
和
、
が
牛
じ
る
わ
け
い
口
、
は

九日川いコ

の
取
市
役
は

丹
竹
寸
前

年
干
し
商
法
措
が
公
布
さ
れ
れ
当
初
心
お
い
て
、

各
自
自
供
じ
r
k
A
権
を
右
下
る
も
の
と
し

ピ
規
定
さ
れ
ピ
い
れ
↓
F

制
定
中
汁
初
の
ん
帥
法

十いへい一朱ル）

派
生
時
…
司
説
は
代
fk
取
締
役
内
川
市
以
が
取
締
役
人
山
内
権
似
し
問
士
す
る
も

の
で
あ
り
、
代
氏
沼
紛
伐
の
業
務
付
判
行
・
台
社
代
止
の
経
限
官
以
締
役
と
し
て
匡
付
の
権
限
で
あ
と
ど
府
間
4
る
z

こ
の
山
に
お
い
v

て
委

日↑いを
J
A
け
て
ノ
汀
う
と
す
ミ
杭
す

γ

核
問
U
D
U
J
一
の
桐
述
市
あ
る
つ
一
払
昆
は
、

一
般
に
M
A
h
埠
L〆
指
持
の
分
片
山
を
m
L
Z
L
r
一
し
、
代
表
以
締
役
は
、

法
律
上
、
会
社
の
業
務
に
陵
4
る

切
の
政
判
円
以
札
ヴ
及
川
門
外
山
行
為
を
な
す
松
阪
を
わ
［

四
九
粂
阿
川
町
九
点
締
役
余

会
社
法

と
は
別
個
に
伐
律
川
上
回
士
刊
の
権
限
を
付
与
さ
れ
七
独
ム
以
内
機
関
で
あ
る
と
貯

4
る。

代
表
収
締
役
の
代
衣
行
r
品川法、

法
令
・

4
川
武
仁
ナ
リ
枕
＋
総
会
取
締
役
会
じ
汁
配
さ
れ
て
い
る
山
常
務
執
行
内
決
定
事
ム
削
提
子
三

ご
れ
ら
に
よ
リ
制
限
さ
九
て
い
る
と
い
う
こ
f
λ

か
で
え
る
z

代
一
哀
一
以
締
役
が
こ
の
で
つ
な
制
以
に
反
午
、
代
立
F

れ
為
ヰ
す
る
山
崎
合
的
効

カ
等
に
間
三
、
は
、
法
律
上
の
制
限
を
除
法
す
る
山
崎
仕
と
阿
部
的
制
限
に
違
反
す
る
緑
、
川
μ
に
分
け
て
考
え
ゐ
め
が
適
当
で
あ
る

律
ー
の
制
以
に
酬
明

L
て

公
開
ム
ぷ
叫
引
が
長
集
株
式
の
発
行
に
さ
川
し
て

代
表
取
議
役
じ
か
れ
柏
戸
集
事
羽
の
IJ同
定
い
判
「
る
取
締
役
ん
山
抗
議

な

L
に
ι代
子
〉
ど
へ
九
ノ
打

L
七
四
芝
、
ま
よ
公
矧
九
山
社
か
甘
存
主
事
項
の
汎
定
を
｛
疋
款
で
対
総
会
の
出
港
混
と
し
た
崎
、
口
い
お
い
＼
決
議
を

欠
く
尋
集
株
式
内
発
行
会
一
時
弘
l
L
ず
べ
き
か
否
か

あ
る
い
は
公
同
開
会
社
が
一
説
淀
川
川
浪
枚
式
を
発
七
し
て
い
る
場
台

μ

て
そ
丸
一
U
E

J
P

ヨ
H
Y品川ど

ー
j

再
説
的
に
談
夜
明
現
社
ぃ
弐
を
先
行

L
た
埼
含
な
ど
内
海
廷
が
あ
る
。

一
段
自
じ
は

片ハ
4

集
株
式
内
発
行
勾
J

の
虹
』
坊
の
訴
、
ス
内
認
訴
尉

同
一
氏
寸
切
る
会
社
法
の
基
準
を
昔
一
忠
司
る
～

J

も
ば
、
パ
公
舵
会
什
の
募
集
株
式
発
行

h
z
b
の
よ
う
な
違
反
が
あ
一
て
も
無
効
率
山
ト
ど
前
す
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べ
き
ご
は
な
く
、
川
浩
「
h
H
M
L
T

の
萎
H

士山み古川

o
b
h
M
）
に
と
と
ま
る
と
解
す
へ
き
で
あ
ろ
、
つ
一

に
関
し
て
は
、
完
質
的

4
誠
一
口
か
ら
な
お
議
論
的
余
地
が
あ
る
｝

f (t賃収締役引挙制

L
ー
か
し
と
が
ら
こ
れ
ら
の
問
題
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